
＊今後とりあげてほしいご質問等がございましたら、shakaihoken_well@toyobo.jp までメールしてください。

年金講座（その78）

＜例題の場合＞

＜会社＞
60歳以降の賃金
245,000円

年金支給額
55,600円

＜日本年金機構＞
高年齢雇用継続給付の受給による年金停止額
＜計算式＞標準報酬月額×年金停止率
　　　　　24万円×6％＝14,400円
＊高年齢雇用継続給付の受給による年金停止は、
　賞与を含まない「標準報酬月額」を対象に調整される。
＊厚生年金保険に加入していない場合は、支給停止されない。

＜計算式＞＊年金講座（その77）を参照

14,400円
30,000円

60歳到達時賃金50万円、60歳以降賃金245,000円
245,000円÷436,200円（上限）＝56.1％（低下率）

高年齢雇用継続給付の支給率＝15％
高年齢雇用継続給付の受給による年金停止率＝6％

＜ハローワーク＞
高年齢雇用継続給付金
＜計算式＞給与×支給率

245,000円×15％＝36,750円 月額総収入＝337,350円
（245,000＋36,750＋55,600）

在職老齢年金による年金停止額

高年齢雇用継続給付の受給による年金停止額
＜計算式＞標準報酬月額×年金停止率
　　　　　24万円×6％＝14,400円
＊高年齢雇用継続給付の受給による年金停止は、
　賞与を含まない「標準報酬月額」を対象に調整される。
＊厚生年金保険に加入していない場合は、支給停止されない。

14,400円
30,000円

在職老齢年金による年金停止額
＜計算式＞＊年金講座（その77）を参照

年金（10万）

Q

A 　60歳到達時の賃金と比べて、定年後の賃金が75％未満に下がった場合、雇用保険制度から高年齢雇用
継続給付が支給されます。高年齢雇用継続給付を受給した場合、老齢厚生年金の一部が支給停止されます
が、給付金以上の年金が停止されることはありません。
　あなたの場合、まず在職により老齢厚生年金が月額3万円支給停止されます。さらに高年齢雇用継続給
付金を月額36,750円受給していることにより、老齢厚生年金が月額14,400円支給停止されます。

　私は定年を迎え、定年後も引き続き会社に勤めることになりました。60歳以降の賃金が下がると高年
齢雇用継続給付を受けることができるそうですが、受給すると年金も停止になると伺いました。どのよう
なしくみなのでしょうか？　60歳以降の賃金は 245,000 円（標準報酬月額は 24万円）で、60歳以降
の賞与はありません。定年前の賃金は 50万円で賞与はありません（年金額は月額 10万円）。

高年齢雇用継続給付とは・・・
高年齢雇用継続基本給付金 高年齢再就職給付金

60歳到達時に雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、失業給付を受給
しないで再雇用等をした人が受けられる給付制　　　度

支 給 要 件

支給対象外

支 給 期 間

雇用保険の被保険者期間が 5年以上あり、60歳以降失業給付を受けた
後に再就職した人が受けられる給付

①�60歳以上65歳未満の賃金が60歳到達時賃金の75％未満となった人
（注）�60歳到達時賃金が436,200円以上の場合は、436,200円として

賃金低下率を計算（H22年8月現在。毎年8月改定）
②�各月に支払われた賃金が 327,486 円未満であること（H22 年 8月
現在。毎年 8月改定）

①算定された給付金が 1,600 円以下の場合（H22年 8月現在。毎年 8月改定）
②月の初日から末日まで引き続き、雇用保険の被保険者でなかった月
上記要件を満たした人に、65歳到達月まで支給

①～②�左記、高年齢雇用継続基本給付金と同じ
③�再就職した日の前日における失業給付の支給残日数が、100日以上
あること

（注）同一の就職で再就職手当金を受けた場合は、受給できません。

失業給付の支給残日数が…
① 100 日以上 200日未満⇒再就職した日の翌日から 1年間
② 200 日以上⇒再就職した日の翌日から 2年間
ただし、支給は 65歳に達する月まで

高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の調整
　60歳から65歳になるまでの間、厚生年金保険に加入し、高年齢雇用継続給付と在職老齢年金が同時に受けられる場合、老齢厚生
年金は在職老齢年金の支給停止（前回We'll 参照）に加えて、高年齢雇用継続給付との調整が行われます。
　老齢厚生年金を受けられる方が、高年齢雇用継続給付を受けられる場合は、年金事務所に高年齢雇用継続給付の「支給決定通知書」
を添付し、所定の届を提出することになります。

◆高年齢雇用継続給付の支給率および年金停止率早見表（目安：支給率の4割が年金停止率となっています）
低下率 支給率 年金停止率
75％以上
74.5％
74.0％
73.5％
73.0％
72.5％
72.0％
71.5％
71.0％
70.5％

0.00％
0.44％
0.88％
1.33％
1.79％
2.25％
2.72％
3.20％
3.68％
4.17％

0.00％
0.18％
0.35％
0.53％
0.72％
0.90％
1.09％
1.28％
1.47％
1.67％

低下率 支給率 年金停止率
70.0％
69.5％
69.0％
68.5％
68.0％
67.5％
67.0％
66.5％
66.0％
65.5％

4.67％
5.17％
5.68％
6.20％
6.73％
7.26％
7.80％
8.35％
8.91％
9.48％

1.87％
2.07％
2.27％
2.48％
2.69％
2.90％
3.12％
3.34％
3.56％
3.79％

低下率 支給率 年金停止率
65.0％
64.5％
64.0％
63.5％
63.0％
62.5％
62.0％
61.5％
61％未満

10.05％
10.64％
11.23％
11.84％
12.45％
13.07％
13.70％
14.35％
15.00％

4.02％
4.26％
4.49％
4.73％
4.98％
5.23％
5.48％
5.74％
6.00％

60歳到達時
の賃金

（上限436,200円）

高年齢雇用継続給付
現在の賃金

（327,486円未満）

25％以上
減額

▲60歳 ▲65歳

60歳到達時
の賃金

（上限436,200円）

高年齢雇用継続給付
現在の賃金

（327,486円未満）
失業
給付

25％以上
減額

▲60歳 ▲再就職
最長2年

▲65歳

15 1415

高年齢雇用継続給付と在職老齢年金について（60 歳代前半）


